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収入減少（3か月連続・年間収入認定基準年額内・雇用

保険等の受給終了等）

組合員が資格取得・他共済から転入

戸

籍

謄

本

被扶養者認定（新規認定）提出書類一覧表
被扶養者を新規に認定する際の提出書類一覧表になります。

【普通認定】

扶養手当を支給されている者（給与条例上の扶養親族の者）

【特別認定】

扶養手当が支給されていない者（旧条例上の扶養親族でない者）

〈60歳未満〉

・年額130万円（月額換算で108,334円）未満

・雇用保険受給者は日額3,612円未満（給付日数にかかわらず）

 ※待機期間中は被扶養者として認定可能

〈60歳以上又は障害年金受給者〉

・年額180万円（月額換算で150,000円、年金収入額含む）未満

・雇用保険受給者は日額5,000円未満（日数にかかわらず）
   ※待機期間中は被扶養者として認定可能

【年額の考え方】

年額とは、暦年の1年間の収入合計が130万円(180万円）未満に収まればよいというわ

けではなく、どの月から1年間の収入合計をとっても年額130万円（180万円）未満であ

ることが要件となります。

一覧以外の方についても被扶養者として認定できる場合もありますの

で、詳しくは「福利厚生のしおり」をご覧いただくか、共済組合まで

ご連絡ください。
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○：必須  △：状況に応じて提出が必要



対

象

者

組

合

員

の

配

偶

者

が

2

0

歳

以

上
～

6

0

歳

未

満

の

場

合
学

生

の

方

自

営

業

(

営

業

・

農

業

・

不

動

産

・

株

)

別

居

の

場

合

仕

送

り

(

手

渡

し

不

可

)

年

金

受

給

者

(

個

人

年

金

含

む

)

収

入

比

較

す

る

た

め

夫

婦

双

方

の

収

入

が

わ

か

る

も

の

退

職

し

た

場

合

事

業

を

廃

業

し

た

場

合

雇

用

保

険

(
失

業

給

付
）

を

権

利

放

棄

し

た

場

合

他

共

済

組

合

で

発

行

さ

れ

て

い

る

続柄 収入要件
様式

2-1

様式

2-2

様式

1-2

様式

2-3
写し 写し 写し 写しでも可 写し 写し 写し 写し 写し 写し 写し 写し 写し 写し 写し 写し 写し 写し 原本 写し

退

職

証

明

書

国

民

年

金

第

3

号

被

保

険

者

関

係

届

在

学

証

明

書

・

学

生

証

(

高

校

生

の

み

)

《

中

学

生

以

下

不

要
》

離

職

票

・

1

又

は

離

職

票

・

2

資

格

喪

失

証

明

書

マ

イ

ナ

ポ
ー

タ

ル

の

保

険

者

情

報

画

面

資

格

確

認

書

住

民

票

(

直

近

3

か

月

以

内

)

源

泉

徴

収

票

[
組

合

員

]

所

得

証

明

書

[
配

偶

者

 

兄

弟

姉

妹

]

源

泉

徴

収

票

[

公

務

員
]

※

双

方

が

公

立

学

校

共

済

組

合

の

組

合

員

の

場

合

は

不

要

組

合

員

以

外

の

扶

養

義

務

者

の

扶

養

手

当

を

受

け

て

い

な

い

証

明

書

廃

業

日

が

わ

か

る

も

の

（

廃

業

等

届

出

書

等
）

死

亡

診

断

書

・

火

葬

許

可

書

等

雇

用

契

約

書

(

労

働

条

件

通

知

書

)

・

辞

令

等

被

扶

養

者

の

所

得

証

明

書

被

扶

養

者

の

給

与

明

細

確

定

申

告

・

収

支

内

訳

書

(

青

色

申

告

書
)

株

の

取

引

き

売

買

ご

利

用

明

細

書

又

は

通

帳

年

金

証

書

最

も

新

し

い

年

金

額

改

定

通

知

書

雇

用

保

険

受

給

資

格

者

証

(

第

1

面
～

第

4

面
）

扶

養

手

当

発

令

通

達

書

出

生

届

母

子

手

帳

・

住

民

票

等

被扶養者としての要件を備える者 事由発生日

被

扶

養

者

認

定

申

告

書

扶

養

の

申

立

書

個

人

番

号

記

入

用

紙

提

出

書

類

戸

籍

謄

本

被扶養者認定（新規認定）提出書類一覧表
被扶養者を新規に認定する際の提出書類一覧表になります。

【普通認定】

扶養手当を支給されている者（給与条例上の扶養親族の者）

【特別認定】

扶養手当が支給されていない者（旧条例上の扶養親族でない者）

〈60歳未満〉

・年額130万円（月額換算で108,334円）未満

・雇用保険受給者は日額3,612円未満（給付日数にかかわらず）

 ※待機期間中は被扶養者として認定可能

〈60歳以上又は障害年金受給者〉

・年額180万円（月額換算で150,000円、年金収入額含む）未満

・雇用保険受給者は日額5,000円未満（日数にかかわらず）
   ※待機期間中は被扶養者として認定可能

【年額の考え方】

年額とは、暦年の1年間の収入合計が130万円(180万円）未満に収まればよいというわ

けではなく、どの月から1年間の収入合計をとっても年額130万円（180万円）未満であ

ることが要件となります。

一覧以外の方についても被扶養者として認定できる場合もありますの

で、詳しくは「福利厚生のしおり」をご覧いただくか、共済組合まで

ご連絡ください。
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収入減少（3か月連続・年間収入認定基準年額内・雇用

保険等の受給終了等）

雇用保険等の受給終了

収入減少（3か月連続・年間収入認定基準年額内・雇用
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組合員が資格取得・他共済から転入
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日・雇用保険受給終了日

事由発生日

事由発生日

○：必須  △：状況に応じて提出が必要
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年額とは、暦年の1年間の収入合計が130万円(180万円）未満に収まればよいというわ

けではなく、どの月から1年間の収入合計をとっても年額130万円（180万円）未満であ

ることが要件となります。

一覧以外の方についても被扶養者として認定できる場合もありますの

で、詳しくは「福利厚生のしおり」をご覧いただくか、共済組合まで

ご連絡ください。

パ
ー

ト

・

ア

ル

バ

イ

ト

非

常

勤

職

員

父母

祖父母

普通認定

特別認定

事由発生日

収入減少（3か月連続・年間収入認定基準年額内・雇用

保険等の受給終了等）

組合員が資格取得・他共済から転入

その他の事由

退職

退職

3月連続の3月目の給料支給

日・雇用保険受給終了日

退職日の翌日

事由発生日その他の事由

資格取得日

退職日の翌日

3月連続の3月目の給料支給

日・雇用保険受給終了日

資格取得日組合員が資格取得・他共済から転入

収入減少（3か月連続・年間収入認定基準年額内・雇用

保険等の受給終了等）

○：必須  △：状況に応じて提出が必要


